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その他の記載内容

その他の記載内容は、 事業報告書（会計に関する部分を除く。）である。 独立行政法人の長の責任は、 その他の記載

内容を作成し開示することにある。 また、 監事の責任は、 その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における独

立行政法人の役員（監事を除く。）の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見等の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、 当監査法人はその他の

記載内容に対して意見等を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、 その他の記載内容を通読し、 通読の過程において、 その他の記載内

容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、 また、 その

ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、 実施した作業に基づき、 その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、 その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、 当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する独立行政法人の長及び監事の責任

独立行政法人の長の責任は、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務

諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、 不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示のない財務諸

表を作成し適正に表示するために独立行政法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び連用することが含まれる。

監事の貸任は、 財務報告プロセスの幣備及び運用における独立行政法人の役員（監事を除く。）の職務の執行を監視

することにある。

財務諸表監査における会計監査人の責任

会計監査人の西任は、 会計監査人が実施した監査に基づいて、 全体としての財務諸表に不正及び誤謬並びに違法行為

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、 監査報告書において独立の立場から財務諸表に対

する意見を表明することにある。 虚偽表示は、 不正及び誤謬並びに違法行為により発生する可能性があり、 個別に又は

集計すると、 財務諸表の利用者の意思決定に影嘔を与えると合理的に見込まれる場合に、 重要性があると判断される。

会計監査人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、 監査の過程を通じ

て、 職業的専門家としての判断を行い、 職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正及ぴ誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別し、 評価する。 また、 重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、 実施する。 監査手続の選択及び適用は会計監査人の判断による。 さらに、 意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

• 財務諸表監査の目的は、 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 会計監査人は、 リスク評

価の実施に際して、 状況に応じた適切な監査手続を立案するために、 監査に関連する内部統制を検討する。

• 独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、 並びに独立行政法人の長によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、 関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、 構成及び内容、 並びに財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

• 独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及ぴ誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽表示

をもたらす要因となることに十分留意して計画し、 監査を実施する。

会計監査人は、 監事に対して、 計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、 及び独立行政法人の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「FAMIC」という。）は、食品

及び肥料、農薬、飼料といった農業生産資材などの検査、分析を通じてその品質、表示

の適正化や安全性の確保に取り組んでいます。

これらの事業を実施するにあたり、FAMICは「確かな技術力による科学的検査・分析

により食の安全と消費者の信頼を確保する」ことを基本理念として掲げています。

この理念を実現するため、私は職員の技術力の向上、発信力の強化、さらに情勢変化

に柔軟に対応する組織作りを進めてきました。

特に技術力の向上について、共同研究体制の強化、海外技術協力の積極的実施、最新

の科学技術習得機会の拡大、各種学会発表や論文投稿などに加え、分析技術の動画化に

よる技術継承にも積極的に取り組んでいます。

令和５年度は、食料安全保障上重要な肥料に、新たに汚泥資源を活用した菌体りん酸

肥料を加えるための規格策定や食品偽装解明のための新たな技術開発、ISOの国際会議

の開催などにも取り組みました。

このほか、最新の科学的知見で農薬の安全性を確認する再評価、国際的に通用する

認定・認証の枠組の提供など、様々な事業を実施しています。

ここ数年、国内では安全に係る検査や認証の不正が大きな社会問題となりました。

FAMICに関連する問題でも海外のJAS認証機関等の不適正な運用が発覚したほか、食品

の産地偽装など消費者の信頼を失う事案は後を絶ちません。

FAMICはこのような情勢に対応し、正確で確実な業務を行うとともに、技術力の向上

と皆様への情報提供に一層努めてまいります。

本事業報告書が、業務実績等報告書や環境報告書などとともに、FAMICの様々な活動

についてご理解いただく一助になることを願っております。

１． 理事長によるメッセージ

FAMIC（ファミック）

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター

理事長
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